
建築基準法施行令第１２９条の２の３、建設省告示第１３８８号及び第１３８９号の耐震規定に基づき設計チェックしたところ、

下記表のとおり支障個所はありません。

１．耐震設計　設置する設備機器に○印（その他記入）【機器重量１００ｋｇ以上のもの】

高架水槽、中間水槽、受水槽、膨張タンク、貯湯槽、ボイラ、冷凍機、空調機、ファン類、ポンプ類、自家発電装置、燃料タンク、

キュービクル、蓄電池、配電盤、変圧器、厨房機器、電算機、（　　　　　　　）、（　　　　　　　）、（　　　　　　　）

（例）

２．耐震措置

（１）エキスパンションジョイント部 （２）その他、建築物導入部、機器と配管の接続部、横引配管等

（注１） a, b のどちらか記入.
a：Ｍ８以上のアンカーボルト４本以上で床上に据え付けられ上表を利用する場合
b：計算式を用いてアンカーボルトの強度を検討した場合。

（注２）当該機器重量が躯体構造計算の条件に入っている場合は、○印を記入する。

（注３）階数を記入する。

※　この用紙はＡ３に拡大して使用してください。

※　参考図書「建築設備耐震設計・施工指針」日本建築センター
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